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■入学金減免制度
●兄弟・姉妹減免制度
　一人が本学在学中に、その兄弟・姉妹が入学した場合、入学金全額（220,000円）を免除します。
　また、兄弟・姉妹が本学へ同時に入学した場合は、一名を除き入学金全額（220,000円）を免除します。
●桃花会減免制度
　 純真短期大学同窓会「桃花会」会員及び会員の二親等以内の親族（子、孫、兄弟・姉妹など）が入学した場合、
入学金全額（220,000円）を免除します。

●特別指定校減免制度
　特別指定校（純真高等学校を含む）を卒業した者が入学した場合、入学金全額（220,000円）を免除します。
※これらの制度は、本学独自のもので他の奨学金制度を兼ねることができます。
※ 入学金減免の条件に該当する受験者は、巻末の「入学金減免申請書」に必要事項を記入し、入学願書と併せて
提出してください。

◆指定校推薦特別奨学生制度（福田昌子記念育英奨学生制度）
≪福田昌子記念育英奨学生制度≫
　人物・学業ともに優れ、または、経済的理由により修学困難な者に対して経済援助を行うことにより、学業の
奨励と有意な人材育成を資することを目的とした、本学独自の奨学生制度です。特別指定校推薦入試及び指定校
推薦入試で出願する受験者で申請資格を満たしていれば、「指定校推薦特別奨学生」として採用されることがあ
ります。

 ①奨学生の区分 
区分 減免内容

指定校推薦特別奨学生 入学年次の年間授業料を半額免除（年間280,000円）

※２年次は学内規程に基づき、新たに選考します。

 ②申請資格 
　特別指定校推薦入試及び指定校推薦入試で出願し、次の各条件を満たす者
⑴　高等学校３年間（出願時）の欠席日数が原則として７日以内であること
⑵　全体の評定平均値が4.5以上であること

 ③採用人数 
区分 食物栄養学科 こども学科

指定校推薦特別奨学生 若干名

 ④選考方法 
区分 選考方法

指定校推薦特別奨学生 書類審査

 ⑤申請書類 
　出願書類とともに綴じ込みの「指定校推薦特別奨学生申請書」を提出してください。


